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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第１四半期連結
累計期間

第10期
第１四半期連結
累計期間

第９期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高（百万円） 195,009 202,903 809,789

経常利益（百万円） 4,905 5,420 13,250

四半期（当期）純利益（百万円） 7,057 2,787 5,448

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
8,908 7,123 11,933

純資産額（百万円） 81,527 86,473 82,679

総資産額（百万円） 495,474 480,820 462,925

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
13.85 5.64 10.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
13.02 5.29 10.23

自己資本比率（％） 13.7 15.3 15.0

  （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

        ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２【事業の内容】

  当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

なお、当社は、平成25年７月29日開催の取締役会において、平成26年４月１日（予定）をもって、当社完全子会社

である株式会社マルハニチロ水産を存続会社として、当社、株式会社マルハニチロ食品、株式会社マルハニチロ畜

産、株式会社マルハニチロマネジメント及び株式会社アクリフーズの６社合併を行う方針を決議いたしましたの

で、お知らせいたします。

詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりでありま

す。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和をはじめとした経済政策により円安・株高の基調が

続き、輸出の増加や消費者マインドの改善傾向等、景気が回復していく兆しが見られますが、海外においては欧州・

新興国の経済の停滞や米国の金融政策の行方が世界経済に及ぼす影響、国内においては物価や金利の変動による経

済への影響等の不安要因があり、先行きは不透明な状況となっております。

水産・食品業界におきましても、原材料価格の上昇に円安が加わり仕入・調達コストの上昇が続く一方で、販売

価格への転嫁が遅れ、厳しい事業環境が続きました。

このような状況下で、当社グループは、中期三ヵ年経営計画「ダブルウェーブネクスト（2011-2013）」の最終年

度を迎え、欧州水産物販売会社へ出資する一方、飲料製造会社の売却等、事業の選択と集中を進め、グループの資本

・組織の最適化に向けた経営体制の強化に取組んでおります。

当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は202,903百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益

は3,625百万円（前年同期比8.0％減）、経常利益は5,420百万円（前年同期比10.5％増）、四半期純利益は2,787百

万円（前年同期比60.5％減）となりました。

　

各セグメントの業績は次のとおりであります。

　

水産事業

水産セグメントは、国内外の漁業・養殖事業、すりみの生産販売を中心とした北米事業、海外調達ネットワークを

持つ水産商事事業、市場流通の基幹を担う荷受事業、及び市場外流通を受け持つ戦略販売事業から構成され、国内外

の市場動向を注視しながらお客様のニーズに対応した的確な買付販売と加工事業の強化により、収益の確保に努め

ました。

漁業・養殖事業では、マグロはえ縄漁業、及びメロ漁業は低迷したものの、まき網事業のカツオ漁業が好調に推移

し、漁業事業は増収増益となりました。一方、養殖事業は、マグロの販売数量減により減収減益となり、漁業・養殖事

業全体では増収減益となりました。

北米事業は、新物すりみの販売遅れ、助子の生産減、すりみ・助子の単価下落、及び前期のベニザケ・マスの貧漁

による取扱減により減収減益となりました。

水産商事事業は、鮭鱒をはじめとする冷凍魚全般の相場の上昇及び荷動きの好転、エビの品薄による相場上昇と

順調な販売が続いたこと等により、増収増益となりました。

荷受事業は、引続き取扱量の減少に歯止めがかからないものの、前期に発生したチリ産鮭鱒等の相場損の解消、及

び在庫圧縮による経費削減等により、減収増益となりました。

戦略販売事業は、量販店・生協向けの販売が全般に好調に推移したものの、外食、中食向けのエビ加工品、寿司ネ

タ商材の仕入価格の大幅な高騰により、増収減益となりました。

以上の結果、水産セグメントの売上高は119,317百万円（前年同期比1.1％減）、セグメント利益は2,310百万円

（前年同期比14.2％増）となりました。
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食品事業

食品セグメントは、市販用及び業務用冷凍食品の製造・販売を行う冷凍食品事業、缶詰・フィッシュソーセージ

・ちくわ・デザート・ペットフード等の製造・販売を行う加工食品事業、畜産物・飼料を取り扱う畜産事業、化成

品・調味料・フリーズドライ製品の製造・販売を行う化成品事業、及びアジア・オセアニア事業から構成され、お

客様のニーズにお応えする商品の開発・製造・販売を通じて収益の確保に努めました。

冷凍食品事業は、市販用新商品の販売が好調に推移したものの、円安や原料高等により利益面で苦戦を強いられ

ました。しかし、前年第２四半期から連結子会社となったヤヨイ食品株式会社の収益が、第１四半期で計上された結

果、増収増益となりました。

加工食品事業は、缶詰等の販売が好調に推移したものの、売却した飲料製造会社の連結除外による影響等により

減収、デザートの新ブランド「フルティシエ」のテレビコマーシャルによる広告宣伝費増、及び缶詰における原料

高や販売促進費増等により減益となりました。

畜産事業は、輸入食肉の取扱い増加、及び国内加工品の生産・販売が順調に推移したことにより増収となりまし

たが、円安による仕入価格の上昇分の販売価格への転嫁が遅れたため減益となりました。

化成品事業は、医薬品用プロタミンの販売は好調に推移しましたが、乾燥食品関連の販売不振により減収となり、

自社工場の稼働率を改善して増益となりました。

アジア・オセアニア事業は、タイにおいて生産された冷凍食品の日本市場向け販売、缶詰の北米・オセアニア・

日本向け販売が好調に推移したことにより増収となりましたが、カツオ・エビ等の原料高により減益となりまし

た。

以上の結果、食品セグメントの売上高は78,742百万円（前年同期比14.0％増）、セグメント利益は1,571百万円

（前年同期比31.2％減）となりました。

　

保管物流事業

お客様の物流コスト削減による在庫圧縮の傾向が続くなか、水産物をはじめ畜産品や冷凍食品の集荷営業活動を

行いました。

入庫数量及び出庫数量はいずれも前年同期並みとなりましたが、期首より続く在庫水準の低迷に加え、保管料単

価の安い貨物の比率が上昇したことから、保管物流事業の売上は減少いたしました。

輸配送事業等の周辺事業も荷動き低迷の影響により売上が減少し、保管物流セグメントの売上高は3,826百万円

（前年同期比1.9％減）、セグメント利益は326百万円（前年同期比7.6％減）となりました。

　

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（３）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、149百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　　

（４）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は480,820百万円となり、前連結会計年度末に比べ17,895百万円増加いた

しました。これは主として売上債権及びたな卸資産の増加によるものであります。

負債は394,347百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,102百万円増加いたしました。これは主として仕入債務

及び借入金の増加によるものであります。

少数株主持分を含めた純資産は86,473百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,793百万円増加いたしました。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,170,000,000

第一種優先株式 26,000,000

計 1,196,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通

株式
495,259,795     495,742,885

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数1,000株

（注１・８）

第一種

優先

株式

（注２）

6,730,000     6,730,000 ―

単元株式数1,000株

（注３・４・５・６・

７・８）

計 501,989,795     502,472,885 ― ―

（注）１．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　　　２．第一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等であります。

　　　３．第一種優先株式は、株価の下落により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が増加します。行

使価額等の修正基準、行使価額等の下限等の定めの内容については以下のとおりであります。

取得価額は、平成19年９月１日から平成26年９月１日までの毎年９月１日（以下それぞれ「取得価額修正日」

という。）の時価（以下それぞれ「時価」という。）が当該取得価額修正日の前営業日に有効な取得価額を下

回る場合、当該取得価額修正日以降、当該時価に修正されるものとする。「時価」とは、各取得価額修正日に先

立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時

価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に準じて取締

役会が適当と判断する値に調整される。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下

記(c)により調整される。）の70％に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上

げる。）または50円のいずれか高い方の金額（以下「下限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整され

る。）を下回る場合には、下限取得価額をもって修正後取得価額とする。

４．第一種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1)種類株式の名称  株式会社マルハニチロホールディングス  第一種優先株式（以下「第一種優先株式」とい

う。)

(2)発行株式数      第一種優先株式2,000万株

(3)発行価額        １株につき1,000円

(4)発行価額中資本に組み入れない額      １株につき500円

(5)払込期日        平成17年３月25日（金曜日）

(6)配当起算日      平成17年３月25日（金曜日）
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(7)募集の方法      第三者割当の方法により、当会社及び当会社の子会社である株式会社マルハニチロ水産の取

引先等に割り当てる。

(8)第一種優先配当金

(イ)第一種優先配当金の額

１株あたりの第一種優先配当金の額は、20円とする。ただし、初年度の第一種優先配当金については、39銭

とする。

(ロ)非累積条項

ある事業年度において、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の

額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しない。

(ハ)非参加条項

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて配当を行わ

ない。

(ニ)第一種優先中間配当金

当会社は、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、中間配当を行わない。

(9)残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主また

は普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式１株につき1,000円を支払う。第一種優先株主または第一種優

先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

(10)議決権

第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(11)募集株式の割当てを受ける権利等

当会社は、第一種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、第一種優先株主に対し、募集株式

及び募集新株予約権の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。

(12)取得請求権

(イ)取得を請求し得べき期間

平成18年９月１日から平成27年３月24日まで

(ロ)取得の条件

第一種優先株式は、上記（イ）の期間中、１株につき下記(a)ないし(c)に定める取得価額により、当会社の

普通株式を交付することができる。

(a)当初取得価額

当初取得価額は、平成18年９月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）または50円のいずれか高い方の金額とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り上げる。

(b)取得価額の修正

取得価額は、平成19年９月１日から平成26年９月１日までの毎年９月１日（以下それぞれ「取得価額修

正日」という。）の時価（以下それぞれ「時価」という。）が当該取得価額修正日の前営業日に有効な

取得価額を下回る場合、当該取得価額修正日以降、当該時価に修正されるものとする。「時価」とは、各

取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）の株

式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小

数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた

場合には、当該平均値は、下記(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。ただし、上記計算

の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(c)により調整される。）の70％に相当する金額

（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）または50円のいずれか高い方の金

額（以下「下限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。）を下回る場合には、下限取得価

額をもって修正後取得価額とする。
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(c)取得価額の調整

取得価額は、第一種優先株式発行後、当会社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式

を発行または処分する場合に、次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。）により調整され、そ

の他一定の場合にも取得価額調整式その他一定の算式により調整されるほか、合併等により取得価額の

調整を必要とする場合には、当会社の取締役会が適当と判断する額に調整される。取得価額調整式を用

いる計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

    既  発  行

普通株式数
＋

新規発行・処分普通株式数×１株あたりの払込金額

調 整 後

取得価額
＝

調 整 前

取得価額
×

１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数

(ハ)取得により発行すべき普通株式数

第一種優先株式の取得により発行すべき当会社の普通株式数は、次の通りとする。

取得により発行

すべき普通株式数
＝

第一種優先株主が取得請求のために提出した第一種優先株式の発行価額の総額

取得価額

取得により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。

(13)取得条項

当会社は、第一種優先株式取得請求期間中に取得の請求のなかった第一種優先株式を、同期間の末日の翌日

（以下「一斉取得基準日」という。）をもって取得する。その場合、第一種優先株式１株の払込金相当額を一斉

取得基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株

式を当該第一種優先株主に対して交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小

数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値が第一種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める下限取

得価額を下回るときは、第一種優先株式１株の払込金相当額を当該下限取得価額で除して得られる数の普通株

式となる。上記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合

の場合の１に満たない端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。

(14)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

５．第一種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

６．第一種優先株式の権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

７．第一種優先株式の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

８．提出日現在発行数には、平成25年８月１日から当四半期報告書を提出する日までの第一種優先株式の取得請求

に係る株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第１四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり

行使されております。

　

第一種優先株式　

　
第１四半期会計期間

（平成25年４月１日から
平成25年６月30日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の数（個）
150,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 724,636

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 207.00

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） ―

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
1,520,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
5,801,029

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
262.02

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
―

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成25年５月21日

（注１）
483,091501,748,250 ― 31,000 ― 12,250

平成25年６月26日

（注１）
241,545501,989,795 ― 31,000 ― 12,250

（注）１．第一種優先株式に係る取得請求権の行使による増加であります。

　　　２．平成25年７月１日から第１四半期報告書提出日前月末までの間に、第一種優先株主の取得請求権の行使により、普

通株式が483,090株増加しております。

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第一種優先株式

6,730,000

 

―

「１（１）②発行済株

式」の「内容」欄に記載

のとおりであります。

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

普通株式

（自己保有株式）

418,000

（相互保有株式）

52,000

―

「１（１）②発行済株

式」の「内容」欄に記載

のとおりであります。

完全議決権株式（その他）
普通株式

483,979,000
483,979 同上

単元未満株式
普通株式

10,086,159
― ―

発行済株式総数 501,265,159 ― ―

総株主の議決権 ― 483,979 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数15個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己株式）

株式会社マルハニチロ

ホールディングス

東京都江東区豊洲三丁目

２番20号
418,000― 418,000 0.08

（相互保有株式）

境港魚市場株式会社

鳥取県境港市昭和町９番

地７
50,000 ― 50,000 0.01

株式会社ニチロサン

フーズ

新潟県長岡市南陽一丁目

1027番１号
2,000 ― 2,000 0.00

計 ― 470,000― 470,000 0.09

　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

  

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,247 11,525

受取手形及び売掛金 103,164 110,408

たな卸資産 118,186 132,336

その他 18,726 16,631

貸倒引当金 △1,194 △1,152

流動資産合計 253,130 269,751

固定資産

有形固定資産

土地 58,844 58,079

その他（純額） 79,847 79,196

有形固定資産合計 138,692 137,276

無形固定資産

のれん 14,801 15,032

その他 6,895 6,918

無形固定資産合計 21,697 21,950

投資その他の資産

投資その他の資産 54,693 57,057

貸倒引当金 △5,288 △5,214

投資その他の資産合計 49,404 51,842

固定資産合計 209,794 211,069

資産合計 462,925 480,820

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 33,405 36,478

短期借入金 172,113 177,429

引当金 934 1,123

その他 38,040 41,873

流動負債合計 244,494 256,905

固定負債

長期借入金 105,800 109,421

退職給付引当金 22,209 20,062

その他の引当金 309 317

その他 7,431 7,640

固定負債合計 135,750 137,442

負債合計 380,245 394,347
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 31,000 31,000

資本剰余金 29,683 29,683

利益剰余金 13,695 14,865

自己株式 △56 △59

株主資本合計 74,322 75,490

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,416 2,410

繰延ヘッジ損益 22 35

為替換算調整勘定 △7,199 △4,177

その他の包括利益累計額合計 △4,760 △1,731

少数株主持分 13,118 12,714

純資産合計 82,679 86,473

負債純資産合計 462,925 480,820
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 195,009 202,903

売上原価 167,240 174,548

売上総利益 27,768 28,354

販売費及び一般管理費 23,829 24,729

営業利益 3,939 3,625

営業外収益

為替差益 353 1,196

雑収入 1,578 1,496

営業外収益合計 1,931 2,693

営業外費用

支払利息 837 746

雑支出 126 151

営業外費用合計 964 897

経常利益 4,905 5,420

特別利益

固定資産売却益 18 45

関係会社株式売却益 － 106

厚生年金基金代行返上益 8,570 －

その他 － 34

特別利益合計 8,588 186

特別損失

固定資産処分損 46 58

事業整理損失引当金繰入額 2,002 －

その他 5 1

特別損失合計 2,054 59

税金等調整前四半期純利益 11,440 5,547

法人税等 4,319 2,473

少数株主損益調整前四半期純利益 7,121 3,073

少数株主利益 63 286

四半期純利益 7,057 2,787
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 7,121 3,073

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △624 1

繰延ヘッジ損益 △5 13

為替換算調整勘定 2,197 3,455

持分法適用会社に対する持分相当額 220 579

その他の包括利益合計 1,787 4,049

四半期包括利益 8,908 7,123

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,337 5,816

少数株主に係る四半期包括利益 571 1,306
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

  一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 3,095百万円 3,174百万円

のれんの償却額 340 297

（株主資本等関係）
 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類

配当金の

総額
（百万円）

１株当たり

配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 1,528 3 平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金

第一種優先株式 134 20 平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金

（注）普通株式の配当金の総額1,528百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当

金を控除しております。なお、控除前の金額は、1,528百万円であります。

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 1,482 3 平成25年３月31日平成25年６月27日利益剰余金

第一種優先株式 134 20 平成25年３月31日平成25年６月27日利益剰余金

（注）普通株式の配当金の総額1,482百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当

金を控除しております。なお、控除前の金額は、1,482百万円であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】
 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

水産事業 食品事業
保管物流
事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 120,64869,0723,902193,6241,384195,009 － 195,009

セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,7331,7421,308 8,785 105 8,890△8,890 －

計 126,38270,8155,210202,4091,490203,899△8,890195,009

セグメント利益 2,0232,283 353 4,659 164 4,824△885 3,939

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動産

業、ホテル業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。

        ２．セグメント利益の調整額△885百万円には、セグメント間取引消去31百万円、各報告セグメントに配賦してい

ない全社費用が△916百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及

び研究開発費であります。

        ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日）

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

水産事業 食品事業
保管物流
事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 119,31778,7423,826201,8871,016202,903 － 202,903

セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,3212,6241,255 9,201 109 9,310△9,310 －

計 124,63881,3675,082211,0881,125212,214△9,310202,903

セグメント利益 2,3101,571 326 4,209 234 4,443△818 3,625

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動産

業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。

        ２．セグメント利益の調整額△818百万円には、セグメント間取引消去40百万円、各報告セグメントに配賦してい

ない全社費用が△858百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及

び研究開発費であります。

        ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 13円85銭 5円64銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 7,057 2,787

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 7,057 2,787

普通株式の期中平均株式数（千株） 509,621 494,325

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 13円02銭 5円29銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 32,512 32,281

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

平成17年子会社ストック・オ

プション

（新株予約権方式）

新株予約権の数 252個  

平成17年子会社ストック・オ

プション

（新株予約権方式）

新株予約権の数 211個  

 

（重要な後発事象）

当社は、平成25年７月29日開催の取締役会において、平成26年４月１日（予定）をもって、当社完全子会社である

株式会社マルハニチロ水産（以下「マルハニチロ水産」）を存続会社として、当社、株式会社マルハニチロ食品

（以下「マルハニチロ食品」）、株式会社マルハニチロ畜産（以下「マルハニチロ畜産」）、株式会社マルハニチ

ロマネジメント（以下「マルハニチロマネジメント」）及び株式会社アクリフーズ（以下「アクリフーズ」）の

６社合併を行う方針を決議いたしました。

　

１．合併の目的

平成19年10月１日にはじまる経営統合の仕上げとして、マルハニチロ水産、マルハニチロ食品、マルハニチロ畜

産、マルハニチロマネジメント及びアクリフーズの合併について検討を進めてまいりましたが、当社も合併当事会

社に加え、現状の純粋持株会社体制から事業持株会社体制に転換することにより、よりシンプルな体制の下で一層

の経営の合理化・効率化を実現してまいります。

なお、存続会社をマルハニチロ水産といたしましたのは、事業会社であるマルハニチロ水産の各種許認可等を継

続させる事など事業活動に関する様々な影響を最小限にするためです。

　

２．合併の要旨

（１）合併の方法

  マルハニチロ水産（当社の完全子会社）を存続会社とする吸収合併方式で、当社、マルハニチロ食品、マルハ

ニチロ畜産、マルハニチロマネジメント及びアクリフーズは解散する予定です。なお、マルハニチロ水産は、合併

に際して商号をマルハニチロ株式会社へ変更する予定です。

（２）合併に係る割当ての内容

  マルハニチロ水産、マルハニチロ食品、マルハニチロ畜産、マルハニチロマネジメント及びアクリフーズは

すべて当社の完全子会社であることから、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

  当社に係る割当ての内容については現時点で未定です。

（３）その他の合併契約の内容

  平成25年10月下旬に、合併期日を平成26年４月１日とした吸収合併契約を締結する予定です。
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３．合併に係る割当ての内容の算定根拠

公平性・妥当性の確保のため、第三者機関に当社の株主が保有する株式に与える影響の分析を依頼し、その分析

結果を総合的に勘案して決定する予定です。

　

４．合併当事会社の概要

                                                                              （平成25年３月31日現

在）

商号 株式会社マルハニチロ水産 株式会社マルハニチロ食品 株式会社マルハニチロ畜産

本店の所在地 東京都江東区豊洲三丁目２番20号 東京都江東区豊洲三丁目２番20号 東京都江東区豊洲三丁目２番20号

代表者の氏名 代表取締役社長 伊藤滋 代表取締役社長 坂井道郎 代表取締役社長 宮部秀雄

資本金の額 15,000百万円 12,224百万円 1,000百万円

純資産の額 26,160百万円 23,485百万円 2,034百万円

総資産の額 111,276百万円 81,034百万円 10,550百万円

事業の内容 漁業、養殖、水産物の輸出入・

加工・販売

冷凍食品・レトルト食品・缶

詰・練り製品・化成品・飲料

の製造・加工・販売

食肉・飼料原料の輸入、食肉

製造・加工・販売 

                                                   （平成25年３月31日現在）

商号 株式会社マルハニチロマネジメント 株式会社アクリフーズ

本店の所在地 東京都江東区豊洲三丁目２番20号 群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

代表者の氏名 代表取締役社長 出山秀文 代表取締役社長 田辺裕

資本金の額 30百万円 301百万円

純資産の額 210百万円 3,970百万円

総資産の額 461百万円 14,557百万円

事業の内容 総務・人事・経理・財務に関

する事務の受託

冷凍食品の輸入・製造・販売

　

５．合併後の状況（予定）

商号 マルハニチロ株式会社

本店の所在地 東京都江東区豊洲三丁目２番20号

代表者の氏名 代表取締役社長 久代敏男

資本金の額 未定

純資産の額（※） 82,679百万円

総資産の額（※） 462,925百万円

事業の内容 漁業、養殖、水産物の輸出入・加工・販売、冷凍食品・レトルト食品・缶詰・練り製品

・化成品・飲料の製造・加工・販売、食肉・飼料原料の輸入、食肉製造・加工・販売

（※）現時点では確定しておりませんが、本件は、完全親子会社間の合併になるため、平成25年３月期の当社連結数

値を記載しております。

　

２【その他】

  該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月12日

株式会社マルハニチロホールディングス

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 文 倉  辰 永    印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 開 内  啓 行    印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 猪 俣  雅 弘    印

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マルハニ

チロホールディングスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成

25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任 

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論 

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルハニチロホールディングス及び連結子会社の平成25年６

月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社マルハニチロホールディングスは平成25年７月29日開催の取締役会

において、平成26年４月１日をもって完全子会社である株式会社マルハニチロ水産を存続会社として、株式会社マルハニ

チロホールディングス、株式会社マルハニチロ食品、株式会社マルハニチロ畜産、株式会社マルハニチロマネジメント及び

株式会社アクリフーズの６社合併を行う方針を決議した。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

  （注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

        ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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